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税務課・保健福祉課からのお知らせ

■町税（固定資産税・町県民税・軽自動車税・国民健康保険税）を
　口座振替で納付されている方へ
平成２９年度から振替（引落し）不能の再振替（再引落し）を行いません！

口座振替不能の場合の流れ（平成２９年４月から）

　税務課及び保健福祉課では、他市町村の税行政を参考にしながら事務の見直しを図っております。

　この検討の結果、町税（固定資産税・町県民税・軽自動車税・国民健康保険税）を金融機関にて口

座振替で納付されている方が、各税納期日に振替（引落し）が不能となった場合、納期翌月の２０日に

再振替（再引落し）を行っておりますが、平成２９年４月からはこの再振替（再引落し）を行わないことと

いたします。

　納期日に振替（引落し）が不能となった場合、速やかに納付書を送付いたします。期日（期限：概ね

２０日以内）までに役場（本庁・支所）、各金融機関で納付していただきます。納付書でも納付されな

い場合は、概ね納期日以降20日以内に督促状を発送いたします。

　平成２９年度の各税から変更となりますので、ご注意していただきますようお願いします。

■固定資産税のお知らせ
土地の異動、家屋を新築または取り壊した場合は届出をお願いします

　固定資産税の基準日は毎年1月1日となり、この日の現況・所有者等で賦課いたします。

　特に、家屋を取り壊した場合については、役場税務課へ家屋滅失届を提出してください。この届出

がない場合、固定資産課税台帳から登録が抹消されず、固定資産税が課税されたままとなることがあ

ります。

　また、登記されている家屋を取り壊した場合や土地の異動については、法務局で滅失登記及び登記

をされますようお願いします。

各税各納期日（月末）

金融機関口座から振替
(引落し)　

速やかに(概ね5日前後以内) 

納付書が到着
 (各金融機関等にて納付)　

概ね20日以内

督促状の発送

不能の場合
期限までに
不納付の場合

役場　税　務　課（固定資産税・町県民税・軽自動車税）　☎０８８４－７７－３６１５
　　　保健福祉課（国民健康保険税）　☎０８８４－７７－３６１４

お問い合せ先


